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次
に
該
当
す
る
人
が
、
保
険
医
療

機
関
な
ど
で
受
診
す
る
と
き
は
、
受

給
者
証
（
老
人
医
療
受
給
の
人
は
健

康
手
帳
も
）
と
、
加
入
し
て
い
る
被

保
険
者
証
か
組
合
員
証
（
保
険
証
）

も
必
ず
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
人
は
、
乳
幼
児
、
重
度

心
身
障
害
者
、
高
齢
重
度
障
害
者
、
母

子
・
父
子
家
庭
な
ど
の
福
祉
医
療
費

受
給
資
格
者
証
と
、
老
人
保
健
法
に

よ
る
医
療
受
給
者
証
を
交
付
さ
れ
て

い
る
人
で
す
。

保
険
証
は
ど
の
医
療
保
険
の
加
入

者
で
あ
る
か
、
受
給
者
証
は
福
祉
医

療
や
老
人
医
療
の
受
給
資
格
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
物
で
す
。

保
険
証
な
し
に
受
診
し
た
場
合
は
、

医
療
費
の
全
額
が
自
己
負
担
に
な
り

ま
す
。
病
院
な
ど
で
医
療
を
受
け
る

と
き
は
、
保
険
証
を
忘
れ
な
い
よ
う

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

□
医
療
費
を
大
切
に

福
祉
医
療
受
給
者
が
保
険
診
療
を

受
け
た
場
合
、
医
療
費
は
、
加
入
す

る
医
療
保
険
（
保
険
者
）
か
ら
保
険

給
付
分
が
支
払
わ
れ
、
受
診
者
負
担

分
は
福
祉
医
療
の
制
度
に
よ
っ
て
、

県
と
市
で
負
担
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
老
人
医
療
受
給
者
の
場
合
、

医
療
機
関
へ
支
払
わ
れ
る
医
療
費
の

う
ち
定
率
の
受
診
者
負
担
分
を
除
い

た
費
用
は
、
老
人
保
健
制
度
で
、
国
・

県
・
市
の
負
担
金
と
保
険
者
の
拠
出

金
か
ら
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
貴
重
な
医
療
費
を
有
効
に
活

用
し
て
い
く
た
め
に
、
次
の
こ
と
を

心
掛
け
、
健
康
な
毎
日
を
送
り
ま
し

ょ
う
。

�
か
か
り
つ
け
医
を
も
ち
、
病
院

な
ど
の
多
重
診
療
は
や
め
る
�
定
期

健
診
を
受
け
る
�
栄
養
・
運
動
・
休

養
の
健
康
三
原
則
を
守
る
。

□
保
険
証
が
変
わ
っ
た
と
き
な
ど
は

届
け
出
を

福
祉
医
療
や
老
人
医
療
の
受
給
者

で
転
居
し
た
り
医
療
保
険
が
変
わ
っ

た
り
し
た
と
き
な
ど
は
、
市
役
所
国

保
年
金
課
４
―
Ａ
窓
口
、
ま
た
は
城

南
支
所
へ
早
め
に
届
け
出
を
。
必
要

な
物
は
上
表
の
と
お
り
で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
�

８
９
０
―
６
２
５
３
へ
。

萩
原
朔
太
郎
、

山
村
暮
鳥
、
高
橋

元
吉
ら
の
詩
碑
を

講
師
の
説
明
を
聞

き
な
が
ら
、
バ
ス

で
巡
り
ま
す
。
本

市
ゆ
か
り
の
詩
人

た
ち
に
思
い
を
は

せ
、
詩
情
あ
ふ
れ

る
一
日
を
過
ご
し

ま
せ
ん
か
。

日
時
＝
11
月
10
日

�
午
前
８
時
40
分
、
Ｊ
Ｒ
前
橋

駅
南
口
集
合
（
雨
天
決
行
）

コ
ー
ス
＝
井
上
武
士
碑
�
前
橋

刑
務
所
�
Ｊ
Ｒ
新
前
橋
駅
�
萩

原
恭
次
郎
詩
碑
�
山
村
暮
鳥
詩

碑
�
高
橋
元
吉
詩
碑
�
関
口
雨

亭
句
碑
�
平
井
晩
村
詩
碑
�
広

瀬
川
河
畔
（
竹
内
茂
登
子
歌
碑

な
ど
）
�
萩
原
朔
太
郎
記
念
館

�
政
淳
寺（
萩
原
朔
太
郎
墓
地
）

�
広
瀬
川
河
畔（
萩
原
朔
太
郎

詩
碑
、
伊
藤
信
吉
詩
碑
、
東
宮

七
男
詩
碑
）
�
前
橋
文
学
館
�

中
央
前
橋
駅
　
対
象
＝
一
般
、

三
十
五
人
（
抽
選
）

参
加
費

＝
千
円
（
昼
食
代
な
ど
）

申

し
込
み
＝
10
月
25
日
�
ま
で
に

往
復
ハ
ガ
キ
で
（
一
人
一
通
）。

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番

号
を
明
記
し
、
市
役
所
商
業
観

光
課
「
詩
碑
め
ぐ
り
係
」（
�
８

９
０
―
６
６
０
６
）
へ

講師の説明で楽しく

届け出に必要な物

福祉医療受給者区　　分 老人医療受給者

加入している医療保
険が変わったとき

受給者証・保険証（治療時には病院などにも
届け出が必要）

受給者証が紛失・破
損したため再発行す
るとき

交通事故で治療を受
けたとき（城南支所で
はできません。市役
所国保年金課で手続
きを）

保険証

保険証、受給者証、交通事故証明書、印鑑
（福祉医療受給者で、国民健康保険以外の医
療保険に加入している人は各医療保険にも
手続きが必要）

転出・転居したとき 受給者証 受給者証・印鑑

転入したとき

１乳幼児
�保険証
２重度心身障害者（高
齢重度障害者を含む）
�身障手帳（１･２級）、
療育手帳（Ａ）または年
金証書（国民年金１級）
�保険証
３母子・父子家庭な
ど
�母または父に所得
税が課せられていな
いことを証明する書
類�本市に本籍がな
い人は戸籍謄本�保
険証
※県内からの転入者
で前住所地でも福祉
医療を受けていた人
は、１～３のほかに、
前住所地の市町村か
らの「福祉医療費受
給資格者証交付状況
証明書」も必要。

�保険証�負担区分
等証明書
※65歳以上75歳未満
で寝たきりなどの状
態にあると認定され
た人は、身障手帳、
精神障害者保健福祉
手帳、年金証書（国
民年金１･２級）など
障害の程度を証明す
る書類が必要。
なお、既に前住所

地で認定を受けてい
た人は「老人保健法
による認定証明書」
も必要。

忘れずに窓口へ


